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千葉県廃棄物処理施設設置等専門委員会

会 議 録

平成１９年度 第３回

議題
（１）長崎興業㈱の産業廃棄物安定型最終処分場の変更計画について

（２）新井総合施設㈱の産業廃棄物管理型最終処分場の水処理施設

の変更について

（３）㈱ナリコーの一般廃棄物焼却施設変更計画について

（４）㈲柏廃材処理センターの産業廃棄物焼却施設に係る排ガス問題に

ついて
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平成１９年度 第３回 千葉県廃棄物処理施設設置等専門委員会 会議録

１ 日 時

平成１９年８月８日（水） １３：１５～１８：２０

２ 場 所

千葉県議会棟４階 第８委員会室

３ 出席者

委員会：委員６名

事務局：大野環境対策監、鈴木次長

廃棄物指導課：志村課長、澤地副技監、矢沢副課長、大垣副主幹、吉原副

主幹、阿由葉副主幹、菅谷主査、森崎主査、佐久間副主査、杣澤主任技師

、米村技師

環境政策課：松澤室長、三田副主査

環境研究センター：佐藤室長、大石研究員

４ 議 事

（１）長崎興業㈱に係る産業廃棄物安定型最終処分場変更計画について

（２）新井総合施設㈱の産業廃棄物管理型最終処分場の水処理施設の変更について

（３）㈱ナリコーに係る一般廃棄物焼却施設変更計画について

（４）(有)柏廃材処理センター（野田事業所）の焼却施設に係る問題について

５ 資 料

（１）事務局説明資料（事業者、計画概要、経緯、意見状況等）

資料１ 長崎興業㈱に係る産業廃棄物安定型最終処分場変更計画について

資料２ 新井総合施設㈱の産業廃棄物管理型最終処分場の水処理施設の変更につい

て

資料３ ㈱ナリコーに係る一般廃棄物焼却施設変更計画について

資料４ (有)柏廃材処理センター（野田事業所）の焼却施設に係る問題について

（２）事業者説明資料

ア 長崎興業㈱

市原市田尾最終処分場変更許可に係る専門委員会 質疑に関する回答書一式

イ 新井総合施設㈱

平成１９年度第３回千葉県廃棄物処理施設設置等専門委員会資料（１４ページ）

ウ ㈱ナリコー
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平成１９年度第３回千葉県廃棄物処理施設設置等専門委員会資料（１１ページ）

６ 議事質疑等記録

（１）長崎興業㈱に係る産業廃棄物安定型最終処分場変更計画について

【事業者説明後】

委員：調整池のオーバーフロー分を隣接の私有地を利用するとのことであるが、社長

個人の土地であっても契約関係は明確にしておいたほうがよい。

委員：「地下水と廃棄物が接触しない」根拠として、地下水位面を単純に直線で推定

しているが、放物線で推定する方法もある。

事業者：他のデータも踏まえて資料を整理したい。

委員：土質定数（せん断強度）について、あらためて試験を実施していただいたが、

試験結果から土質定数を設定した経過が見たい。というのは、Ｐ７のデータで、

３’－Ａ６（廃棄物）では、湿潤密度が著しく小さく廃プラ等が多く入ってい

るものと考えられるが、せん断抵抗角（有効応力）が４２°と大きく矛盾して

いる。

事業者：試料は、廃プラ、木片、紙が多かった。試験に際しては紙等を除いて人工的

に調整している。布があると強度が増す。

委員：廃棄物層の含水比が２４．８％というのは考えられない。安定５品目以外のも

のが考えられる。試料の写真を見たい。

委員：隣接の旭ダイアモンド工業で地下水汚染があったら上流側の観測井の意味がな

いのではないかとの質問に対し、ＩＳＯ１４００１を取得しているから大丈夫

とのことであるが、事故はあり得ることである。的確なモニタリングができる

ということでなければ、対応が必要である。

事業者：上流側観測井で異常があったときには、調査を実施する。

委員：どのような調査をするか提出してほしい。

委員：廃棄物と地下水の接触について、地下水位が十分下位に位置しているとの記載

があるが、具体的なデータを示していただかないと判断できない。何をもって

十分というのか。

【今後の対応】

本日の指摘事項について資料を整理し、再審議とする。

（２）新井総合設備㈱の産業廃棄物管理型最終処分場の水処理施設の変更について
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【事業者説明後】

委員：増設する浸出水調整槽には蓋があるか。

事業者：蓋はある。エアレーションを行う。

委員：浸出水の水質はどの程度か。ＶＯＣは含まれているか。

事業者：水処理施設の入口で、ＢＯＤ７０ｍｇ／ℓ、ＣＯＤ１５０ｍｇ／ℓである。

これは､既存の調整槽での曝気後であり､調整槽入口では､ＢＯＤ１５０ｍｇ／

ℓ､ＣＯＤ２２０ｍｇ／ℓである。ＶＯＣは含まれていない。

委員：濃度が低い。設計値はいくつか。

事業者：ＢＯＤが６００ｍｇ／ℓ、ＣＯＤが４００ｍｇ／ℓである。

委員：曝気の出口に活性炭等の処理施設はあるか。

事業者：天板に２箇所の出口があるが、処理はない。

委員：水処理施設の能力が３００㎥／日であるが、その能力で大丈夫か。

事業者：全体面積と年間降雨量から年間浸出水量が想定でき、能力的には問題ない。

委員：年間では分かるが、降雨ヒストグラムとつき合わせてみて、調整槽の大きさは

十分か。

事業者：近年の降雨パターンに合わせて計算し確認している。

委員：調整槽の柱の意味は何か。

事業者：現場でのコンクリート量を減らすための方策である。壁厚が薄くなるが鉄筋

を入れる。

委員：水が密閉されており、壁も薄く、地震時は大丈夫か。

また、地震時の滑り出しの安定性をどう計算しているのか。

【今後の対応】

本日の指摘事項について個別確認とする。

（３）㈱ナリコーに係る一般廃棄物焼却施設変更計画について

【事業者説明後】

委員：廃プラ（包装材、食器等）が多いと思うが、熱量はどうか。ごみ質はどうか。

事業者：ごみ質は、３０％が航空機廃棄物（ビニール、新聞、雑誌等）、３０％が機

内食残飯（周辺の機内食工場）、残りがターミナル・貨物地区の廃棄物（ビニ

ール系、パレット等）である。

熱量は、設計では２，５００ｋｃａｌ／ｋｇであるが、実際は３，１００ｋｃ

ａｌ／ｋｇであり、能力の３．７５ｔ／ｈまで処理できていない。

委員：近隣住民との公害防止協定書内のダイオキシンの管理目標値と生活環境影響調
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査書の管理目標値の違いは何か。

事業者：当社の管理目標値は公害防止協定書内の数値のため、生活環境影響調査書の

数値を訂正していただきたい。

委員：大気の長期平均予測において「夜間には出現しにくい逆転層については気象条

件から除外」とあるが、これはどういう意味か。

事業者：不適切な表現であった。早朝には逆転層が出現する。

委員：予測も不適切ではないのか。

事業者：年平均値の予測では逆転層を考慮していない。

委員：大気安定度のＦ、Ｇで考慮していないのか。

事業者：使用しているが逆転層の高さまでは考慮していない。

委員：使用していればそれでよい。

委員：煙突によるダウンウォッシュは予測しているが、建物によるダウンウォッシュ

はどうか。

事業者：建物によるダウンウォッシュは考慮していない。

委員：周辺の建物と煙突の立面図を見せて欲しい。煙突が３８ｍで建物が２２～３ｍ

ある。建物によるダウンウォッシュを考慮する必要がある。これまで運転をし

ていない２３：００～７：００の条件の悪い時に運転されることになる。建物

の影響も加わると近傍に高濃度が出現する可能性がある。

事業者：経産省の拡散モデルで Metilis があるが、３００ｍ以内は予測できない。運

転管理で対応することが考えられる。

委員：最新の気象状況で排煙を監視し、高濃度が予測されるときは運転停止などの措

置をとるべきである。

委員：住民との協定では、ダイオキシン類の管理目標は０．５ｎｇ－ＴＥＱ／ N ㎥

であるが、生活環境影響調査報告書では、法基準の５ｎｇ－ＴＥＱ／ N ㎥が

管理目標値になっている。実際の排出濃度はどの程度か。

事業者：表記の誤りである。濃度については手元にないので、別途提出する。

委員：従来の１６時間稼動から２４時間稼動になり、起動・停止がなくなることによ

るダイオキシン類抑制効果を試算していれば見せてほしい。

委員：光化学オキシダントは環境状況が悪いが、これに対する考え方はどうか。

環境基準を超えている地域に施設を設置する場合など。

事業者：寄与率で評価する方法がある。

委員：排水がないということで、水質関係のデータがまったくないが、雨水調整池の
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水質、上流・下流河川の水質、異常確認のための観測井のデータなどを見せて

ほしい。

事業者：測定しているので、提出する。

委員：ピットや薬品タンクが多くあるが、仮に漏れた場合の対応はどうなっているか。

事業者：緊急時マニュアルを作成しているが、具体性に乏しい。

委員：雑芥・厨芥を別々に保管してピットにて攪拌するとはどういうことか。

事業者：航空機のごみは分別されていないため、前処理を施しピットに搬送している。

ピットは３箇所投入口があり、真中が厨芥で両脇が雑芥になり、ピットの奥で

クレーンにて攪拌しカロリーを均等にしている。

委員：ピットの臭いは負圧にて管理しているとはどういうことか。

事業者：稼動時における炉内燃焼用空気としてピットの空気を使用しているため、外

部に臭いが漏れない構造になっている。

委員：煙突の耐震構造はどうなっているか。

事業者：平成１２年に煙突を改造し、半分は鋼管を使用している。

今、耐震についての具体的な説明は困難であるが、地震には十分耐えられる構

造である。後日、資料を提出する。

委員：現況図の中で産業廃棄物処理施設と一般廃棄物処理施設が別々になっている

が。

事業者：一般廃棄物、産業廃棄物の処理施設は全て別々の工程を行っており、排水処

理施設のみ共有している。

【今後の対応】

本日の指摘事項について資料を整理し再審議とする。

（４）（有）柏廃材処理センター（野田事業所）の焼却施設に係る問題について

【事務局説明・ビデオ画像確認後】

委員：排ガスのウェイク(航跡)は、建物を通った後のうずにより、地面を這うような

状況で、これと朝方７時頃の逆転層が重なった状態である。地面に降り立った

排ガスは、濃度が濃いまま広がらず、着地濃度が高くなる。これは、大変、貴

重な映像である。

排煙温度、吐出速度、有効煙突高の設計値と実際はどうか。

事務局：設計では、吐出速度が１１ｍ／ｓ、排煙温度が１５０℃、有効煙突高が９３
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ｍである。６月１３日の測定の際には排煙温度は１１５℃であった。

委員：実際の有効煙突口は、あまり高くないのではないか。苦情の時間帯のアメダス

データや近い所の気象データを収集しておく必要がある。

事務局：本日の資料に添付してある。一番近いアメダスデータは我孫子であるが、風

向・風速であれば、もっと近くに大気常時監視測定局のデータがある。

委員：苦情時の運転状況として、何を焼却していたか、消石灰の噴霧量はどうかなど

の整理も必要である。

委員：この業者は、審査の際に廃棄物焼却の経験があまりないという印象があった。

熟練した者が燃焼状態を見ながら、焼却物や量を調整するとともに、消石灰噴

霧量も調整するのが普通である。県が聴取した事業者の説明の「塩ビの壁紙ロ

ールを大量に、一度に焼却し、消石灰噴霧量も調整していない。」のであれば、

塩化水素が大量に出るのは当たり前である。

事務局：事業者には、ダウンウォッシュも含めて改善計画を求めている。現在、炉は

停止させており、再開は慎重に検討する必要があると考えている。


